
 

平成２０年６月２５日 

監 査 委 員 決 定 

 

平成２０年行政監査実施計画 

 

  監査基本計画を踏まえ、平成２０年行政監査を、以下のとおり実施する。 

監査の実施に当たっては、対象となる事務や事業について、効果的、効率的、経済的

に行われているかという観点を主眼として検証する。 

 

１ 監査対象 

（１）庁舎の管理（安全対策と環境対策を中心として）について 

ア 主な着眼点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 監査対象局 

 

 

 

 

 

 

都の庁舎の管理について、安全対策と環境対策を中心に、次の観点から各局横

断的に検証する。 

（１）庁舎の安全対策 

 ① 震災対策、火災対策等は適切に行われているか 

 ② 薬品、危険物の管理は適切に行われているか 

 ③ バリアフリー化など、障害者・弱者への配慮は十分なものとなっている

か 

（２）庁舎の環境対策 

  ① 省エネルギーや地球温暖化対策への取組は適切に行われているか 

  ② 廃棄物の減量と処理は適切に行われているか 

（３）庁舎管理の適正性及び効率性 

  ① 庁舎の行政財産使用許可は適正に行われているか 

② 建物管理、設備保守点検等の契約は適切に行われているか  

 

総務局、財務局、主税局、生活文化スポーツ局、都市整備局、環境局、福祉保

健局、病院経営本部、産業労働局、中央卸売市場、建設局、港湾局、東京消防

庁、交通局、水道局、下水道局、教育庁、警視庁、議会局 



 

（２）青少年の健全育成について 

ア 主な着眼点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 監査対象局 

 

 

 

 

 

 

２ 監査期間 

  平成２０年９月１７日（水）から平成２１年２月４日（水）まで（講評を含む。） 

 

３ 結果の報告及び公表 

監査の結果の報告及び公表は、講評後速やかに行う。 

 

 

 次代において社会を担う青少年を健全に育成するための施策について、自立支

援に向けた取組と非行防止等に対する取組を中心に、関係局に対して次の観点か

ら検証を行う。 

（１）自立支援に向けた取組 

① 青少年の自立支援に関する各種施策を推進していく上で、関係機関相互

の連携や役割分担は適切か 

② 各種相談事業は広く都民に周知され、十分な理解の下に効果的に行われ

ているか 

（２）非行防止等に対する取組 

  ① 非行防止、犯罪被害防止等のための各種施策は、学校、地域等と連携し

て効果的に行われているか 

② 区市町村や地域で非行防止等の支援に携わる指導者等との連携や情報

提供は、効果的に行われているか   

 

 青少年・治安対策本部、生活文化スポーツ局、福祉保健局、産業労働局、 

教育庁、警視庁 



(行政監査　庁舎の管理について）
月 日 曜

9 1 月

2 火

3 水

4 木

5 金

6 土

7 日

8 月

9 火

10 水

11 木

12 金

13 土

14 日

15 月

16 火

17 水

18 木

19 金

20 土

21 日

22 月

23 火

24 水

25 木

26 金

27 土

28 日

29 月

30 火

平成２１年２月４日(水)
講　評

平成２０年９月

北部第一下水道事務所

有明水再生センター

基幹施設再構築事務所 農芸高等学校

立川ろう学校

中央図書館

北足立市場 大田市場

大田市場北足立市場



（  行政監査　　青少年の健全育成について ）　

月 日 曜

9 1 月

2 火

3 水

4 木

5 金

6 土

7 日

8 月

9 火

10 水

11 木

12 金

13 土

14 日

15 月

16 火

17 水

18 木

19 金

20 土

21 日

22 月

23 火

24 水

25 木

26 金

27 土

28 日

29 月

30 火

平成２１年２月４日（水）

平成２０年９月

〃

産業労働局

教育相談センター

教育庁

〃

講　評

福祉保健局

教育庁

産業労働局
多摩職業能力開発センター

生活文化スポーツ局青少年･治安対策本部

教育庁教育相談センター

青少年･治安対策本部 福祉保健局

〃

〃

〃

消費生活総合センター教育庁



(行政監査　庁舎の管理について）
月 日 曜

10 1 水

2 木

3 金

4 土

5 日

6 月

7 火

8 水

9 木

10 金

11 土

12 日

13 月

14 火

15 水

16 木

17 金

18 土

19 日

20 月

21 火

22 水

23 木

24 金

25 土

26 日

27 月

28 火

29 水

30 木

31 金

食肉市場 築地市場

〃 〃

有明水再生センター 羽村特別支援学校

流域下水道本部

多摩教育事務所
中央図書館（多摩）

多摩川上流水再生センター

西高等学校

平成２０年１０月

東村山ナーシングホーム

東村山老人ホーム 中野都税事務所

中央都税事務所

北多摩看護専門学校 練馬都税事務所

城南職業能力開発センター 多摩水道改革推進本部

府中療育センター

〃

講　評

志村車両検修場

江戸川自動車営業所

渋谷自動車営業所

立川都民防災教育センター墨東病院

多摩建築指導事務所児童会館 立川都税事務所

東京港建設事務所
東京港管理事務所府中運転免許試験場

第一区画整理事務所

鮫洲運転免許試験場

八王子消防署広尾病院

豊島都税事務所 計量検定所

大田都税事務所北療育医療センター城南分園

運輸指令所
大島乗務管理所

大塚病院 東京消防庁

松沢病院 〃

環境局 廃棄物埋立管理事務所

環境局 多摩環境事務所

木場車両検修場 〃

警視庁 〃

〃 調布飛行場管理事務所

東京ウィメンズプラザ都庁前駅管理事務所

再開発事務所



（  行政監査  ）　青少年の健全育成について

月 日 曜

10 1 水

2 木

3 金

4 土

5 日

6 月

7 火

8 水

9 木

10 金

11 土

12 日

13 月

14 火

15 水

16 木

17 金

18 土

19 日

20 月

21 火

22 水

23 木

24 金

25 土

26 日

27 月

28 火

29 水

30 木

31 金

〃

福祉保健局

〃

品川児童相談所〃

青少年･治安対策本部

教育庁

〃

児童会館

青少年･治安対策本部

北児童相談所

八王子児童相談所

世田谷児童相談所

多摩総合精神保健福祉センター

警視庁

中部総合精神保健福祉センター

青少年･治安対策本部

晴海総合高等学校
つばさ総合高等学校

警視庁

〃

〃

警視庁

青少年･治安対策本部教育庁

青少年･治安対策本部

白鴎高等学校
白鴎高等学校附属中学校
桜修館中等教育学校

小平西高等学校
東大和高等学校

青少年･治安対策本部

警視庁

青少年･治安対策本部

警視庁

〃

教育庁

教育庁

教育庁

〃

教育庁

本所高等学校
豊多摩高等学校

国分寺高等学校
上水高等学校

教育庁

〃

蒲田高等学校
桐ヶ丘高等学校

福祉保健局

青少年･治安対策本部

平成２０年１０月

講　評

教育庁 警視庁

〃



(行政監査　庁舎の管理について）
月 日 曜

11 1 土

2 日

3 月

4 火

5 水

6 木

7 金

8 土

9 日

10 月

11 火

12 水

13 木

14 金

15 土

16 日

17 月

18 火

19 水

20 木

21 金

22 土

23 日

24 月

25 火

26 水

27 木

28 金

29 土

30 日

財務局

〃

総務局

〃

中央・城北職業能力開発センター
板橋校 江東治水事務所水道局 公文書館

職員研修所 第五建設事務所

第一建設事務所

西多摩建設事務所

北多摩南部建設事務所

議会局

〃

講　評

平成２０年１１月

労働相談情報センター
大崎事務所

研修・開発センター
玉川浄水場

労働相談情報センター
八王子事務所 〃

障害者職業能力開発校
西部支所

西部建設事務所

労働相談情報センター
国分寺事務所

水道局（水道緊急隊）
水運用センター
水質センター



（  行政監査  ）　青少年の健全育成について

月 日 曜

11 1 土

2 日

3 月

4 火

5 水

6 木

7 金

8 土

9 日

10 月

11 火

12 水

13 木

14 金

15 土

16 日

17 月

18 火

19 水

20 木

21 金

22 土

23 日

24 月

25 火

26 水

27 木

28 金

29 土

30 日

青少年･治安対策本部 警視庁

青少年･治安対策本部 福祉保健局

〃

〃〃

教育庁

福祉保健局

平成２０年１１月

警視庁

〃

〃

講　評

警視庁

福祉保健局

〃

教育庁

〃

児童相談センター教育庁

〃 児童相談センター〃

教育庁 警視庁

〃

福祉保健局教育庁

福祉保健局

〃

警視庁

〃〃 〃

〃 〃




